
　脱炭素社会の実現に
資する取り組みを実施し、
持続可能な地域社会の
実現と持続的な地域の
発展に貢献するため、刈谷
市および東浦町と協定を
締結しました。地域ととも
に脱炭素化に向けた取り
組みに力を
入れてまいり
ます。
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碧海信用金庫は、地域金融機関としてSDGsの取り組みを通じて持続可能な地域社会の実現に貢献します。
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碧海信用金庫は、地域金融機関としてSDGsの取り組みを通じて持続可能な地域社会の実現に貢献します。

自治体と脱炭素社会の実現に向けた連携協定を締結

あいちアール・ブリュット×アティックアート
連携事業に協力

　愛知県障害者芸術活動参加促進事業に協力し、障がいのあ
る方が描いた作品をデザインに採用した「ボックスティッシュ」
「角2封筒」「現金封筒」を制作しました。2月10日から3月10
日の期間は、ノベルティグッズや原画を展示する「まちなかギャ
ラリー」をローンプラザ安城、御園支店にて開催しました。

「STATION Aiツアー＆スタートアップピッチ」を開催

　1月23日に国内最大級のスタートアップ支援施設「STATION 
Ai」を実際に見ていただき、入居スタートアップとの交流を体験
していただけるイベントを開催しました。引き続き多くのお客さ
まにSTATION Aiの体験や、スタートアップとの出会いにつな
がるイベントの企画等を行ってまいります。

「能登半島復興応援定期積金」の取り扱い

　1月6日から3月31日の
期間に、能登半島地震にか
かる復興支援の一助とし
て、募集総額の一定率に相
当する金額を信金中央金庫
から被災地の地公体に寄付
する定期積金の取り扱いを
しました。今後も商品を通じ
た社会貢献に積極的に取り
組んでまいります。

公益社団法人東海市シルバー人材センターとの共催による
「相続・終活について考えるセミナー」を開催

　2月17日に終活に関心
のあるお客さまに向けてセ
ミナーを開催しました。ご家
族やご友人と一緒に多くの
方にご参加いただき、参加
者にはエンディングノートを
お渡ししました。

1月22日　刈谷市役所にて 3月31日　東浦町役場にて

　建物、機械、備品などの減価償却資産は、通常、その取得価額（取得に要した費用）を耐用年数（使用可能期間）にわたって

各事業年度の償却費として費用化していきます。そして、その耐用年数については、ほとんどの場合、税法に定める「法定耐用

年数」が用いられています。

　それでは、中古の資産を取得した場合、当該資産の耐用年数はどのように取り扱えばよいでしょうか。

　今回は、中古資産を取得した場合の耐用年数の算定方法や留意すべき事項について解説します。

山本康裕税理士事務所　税理士　山本康裕

知っておきたい税情報

　中古の資産も減価償却資産であるため、原則として「法定耐用年数」に基づいて減価償却費の計算を
行います。しかし、中古の資産は、すでに一定期間使用されていることから、残りの使用可能期間を適切
に見積もることにより、その期間を耐用年数とすることができます。

　ただし、そのような使用可能期間を適切に見積もることは容易でないため、次の簡便法により算定した
年数を耐用年数とすることが認められています。

　例えば、建築後10年を経過した中古の建物（鉄筋コンクリート造 店舗用 法定耐用年数31年）を取得した場合、当該建物の
耐用年数は、上記の計算式を当てはめると、次のとおり、23年となります。

　簡便法は、中古資産の損耗の程度や使用可能期間等の見積もりを行うことなく、取得時における当該資産の経過年数を
用いて便宜的に耐用年数を算出するものですが、計算が容易であることから、実務において広く用いられています。

　ただし、取得した中古資産を事業に使用するに当たり改修や追加工事等を行う場合、その費用の額が当該資産の購入価額の
50％相当額を超えるようなときは、簡便法の適用はできません。その場合は、使用可能期間を適切に見積もるか、あるいは法定
耐用年数を用いることとされています。

　また、中古資産について支出した費用の額が、その資産の再取得価額（新品で購入する場合の価額）の50％相当額を超える
ようなときは、その資産はもはや中古資産としてではなく、新品と同様に取り扱う必要があるため、当該資産については「法定
耐用年数」により減価償却費の計算をすることとされています。

　なお、このような簡便法や見積による耐用年数の算定は、当該中古資産を事業の用に供した事業年度において行うことが
できるものであるため、事業の用に供した事業年度において、「法定耐用年数」を適用した場合は、その後の事業年度において、
簡便法や見積による耐用年数の見直しをすることはできないため注意が必要です。

中古資産の耐用年数

中古資産の耐用年数

（31年－10年）＋（10年×20%） = （372月－120月）＋（120月×20％） = 276月 = 23年

簡便法による中古資産の耐用年数の算定

（ 法定耐用年数 － 経過年数 ） ＋ （ 経過年数 × 20％ ）

法定耐用年数 × 20％法定耐用年数の全部を経過

法定耐用年数の一部を経過

区 　 分 計 　 算 　 式

※これらの計算により算定した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、
　年数が2年に満たない場合には、2年とします。

法定耐用年数 経過年数 経過年数


